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多摩地区保護司会連絡協議会規約 

 

 制定  昭和３６年 ７月 １日 

改正   同４２年 ６月 ３日 

 同５３年 ４月１４日 

 同５４年 ５月３１日 

 同５４年１０月 ９日 

 同５５年 ５月２７日 

 同５７年 ５月２５日 

 同６３年 ５月２０日 

平成 元年 ８月２２日 

 同 ６年 ３月２２日 

 同 ８年 ４月２６日 

 同１１年 ３月１２日 

 同２２年 ５月２７日 

 同２２年１１月２９日 

 同２８年 ５月１６日 

同２９年 ５月２３日 

 

(名称) 

第 1条  この会の名称は多摩地区保護司会連絡協議会（以下「多摩連」という。）とする。 

 

(事務所) 

第２条  多摩連は，事務所を東京都立川市緑町６番地の３に置く。 

 

(目的) 

第３条  多摩連は，東京保護観察所立川支部管内の各地区保護司会の連絡提携を緊密 

にし，保護司活動の充実等を図り，その使命達成に寄与することを目的とする。 

 

(組織) 

第４条  多摩連は，東京保護観察所立川支部管内の各地区保護司会をもって組織する。 

 

(事業) 

第５条  多摩連は，第３条の目的を達成するために次の事業を行う。 

       １．所属地区保護司会に対する連絡調整 

       ２．各種協議会および研修会の開催 

       ３．各種部会の開催 

       ４．保護観察および犯罪予防に関する調査研究 

       ５．関係機関および関係団体に関する連絡協調と助成 

       ６．犯罪予防および更生保護制度に関する普及宣伝 

       ７．保護司に対する慶弔 

       ８．その他必要と認める事業 
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(役員) 

第６条  多摩連に次の役員を置く。 

       理  事             ９０名以内 

         内 常任理事          ９名 

             内  会 長      １名 

                副会長      ４名 

             

       監  事              ２名 

 

 

(役員職務) 

第７条  会長は，多摩連を代表し，会務を掌理する。 

  ２  副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときは，あらかじめ会長が定めてい 

    た順序により，会長の職務を代行する。 

  ３  常任理事は，常任理事会を組織し，常務を担当する。 

  ４  会計は，総務部が担当する。 

  ５  理事は，理事会を組織し，会務を執行する。 

  ６  監事は，会計および会務を監査する 

 

 

(役員選任) 

第８条  理事は，各地区保護司会の会長・副会長・分区長・および各部長等をもって，

これに充てる。 

  ２  常任理事は，各地区保護司会長をもって，これに充てる。 

  ３  会長および副会長は, 常任理事会で互選し，理事会の承認を受ける。 

  ４  監事は，理事以外の保護司の中から理事会の意見を聞いて，会長が委嘱する。 

 

 

(役員任期) 

第９条  役員の任期は２年とする。ただし，再任を妨げない。 

  ２  欠員により選任された役員の任期は，前任者の残任期間とする。 

  ３  役員は任期が満了した場合でも, 後任者が就任するまでの間，その職務を行う。 

 

 

(年度) 

第 10条  事業年度および会計年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる。 

 

 

(経費・資産) 

第 11条  経費は, 各地区保護司会の分担金，助成金，寄付金等をもって充てる。 

  ２   分担金の分担方法については，理事会で協議し決定する。 

  ３  資産は会長が管理する。 
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(会務処理) 

第 12条  予算および事業計画は,  理事会で定める。 

２  事業報告および決算は，年度終了後，速やかに監査に付し理事会に報告する。 

 

 

 (会議・議決) 

第 13条  常任理事会および理事会は，必要に応じて会長が招集し会長が議長となる。 

   ２   会議の議決は，出席者の過半数の合意による。 

 

 

(顧問) 

第 14条  多摩連に，顧問を置くことができる。 

２   顧問は，理事会の意見を聞いて会長が委嘱する。 

３   顧問は，理事会あるいは会長に助言を行うことができる。 

 

 

(事務局体制) 

第 15条  事務局は, 常任理事会の意見を聞いて，会長が委嘱する。 

   ２  会長は，事務局の維持に関する協力を，東京保護観察所立川支部長に対して 

     依頼する。 

 

 

(規約改正) 

第 16条  この規約は，理事の過半数の同意を得て改正することができる。 

 

 

(細則) 

第 17条    この規約の実施のために必要な規程は，理事会の議を経て会長が定める。 

 

 

付  則   この規約は，昭和３６年７月１日から施行する。 

       

 

 


